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　［３０名以内］厚生労働省設置法（平成１１年７月１６日法律第９７号）により設置

厚生科学審議会の構成について

厚生科学審議会

科 学 技 術 部 会

疾 病 対 策 部 会

　厚生科学審議会令（平成１２年６月７日政令第２８３号）により設置

医 療 関 係 者 部 会 　保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養
成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議
すること。

感 染 症 分 科 会

生 活 衛 生 適 正 化 分 科 会

感 染 症 部 会

結 核 部 会

医 薬 品 販 売 制 度
改 正 検 討 部 会

　医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実効
性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直しにつ
いて調査審議すること。

地 域 保 健 健 康
増 進 栄 養 部 会

健 康 危 機 管 理 部 会

化 学 物 質 制 度
改 正 検 討 部 会

　原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の分科会・
部会に所掌に属するものを除く。

　化学物質の審査及び製造等の規制に関し、化学物質管理をとりまく
環境の変化を踏まえ、リスク評価の方法等について調査審議すること。

生 活 環 境 水 道 部 会

生 殖 補 助 医 療 部 会

予 防 接 種 部 会 予防接種に関する重要事項を調査審議すること。

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項
を処理すること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律の規定により厚生科学審議会の権限に属されら
れた事項を処理すること。

　結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理
すること。

　建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び
水道に関する重要事項を調査審議すること。

　精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を調
査審議すること。

　厚生科学審議会令（平成１２年６月７日政令第２８３号）により設置

　疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技
術に関する重要事項を調査審議すること。

　特定の疾患（難病、アレルギー等）の疾病対策及び臓器移植対策に
関する重要事項を調査審議すること。

　地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病
対策に関する重要事項を調査審議すること。
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厚

生

労

働

省

設

置

法

（

平

成

十

一

年

七

月

十

六

日

法

律

第

九

十

七

号

）
（

抄

）

（

厚

生

科

学

審

議

会

）

第

八

条

厚

生

科

学

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

厚

生

労

働

大

臣

の

諮

問

に

応

じ

て

次

に

掲

げ

る

重

要

事

項

を

調

査

審

議

す

る

こ

と

。

イ

疾

病

の

予

防

及

び

治

療

に

関

す

る

研

究

そ

の

他

所

掌

事

務

に

関

す

る

科

学

技

術

に

関

す

る

重

要

事

項

ロ

公

衆

衛

生

に

関

す

る

重

要

事

項

二

前

号

ロ

に

掲

げ

る

重

要

事

項

に

関

し

、

厚

生

労

働

大

臣

又

は

関

係

行

政

機

関

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

。

三

厚

生

労

働

大

臣

又

は

文

部

科

学

大

臣

の

諮

問

に

応

じ

て

保

健

師

、

助

産

師

、

看

護

師

、

准

看

護

師

、

理

学

療

法

士

、

作

業

療

法

士

、

あ

ん

摩

マ

ッ

サ

ー

ジ

指

圧

師

、

は

り

師

、

き

ゅ

う

師

又

は

柔

道

整

復

師

の

学

校

又

は

養

成

所

若

し

く

は

養

成

施

設

の

指

定

又

は

認

定

に

関

す

る

重

要

事

項

を

調

査

審

議

す

る

こ

と

。

四

感

染

症

の

予

防

及

び

感

染

症

の

患

者

に

対

す

る

医

療

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

百

十

四

号

）
、

検

疫

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

二

百

一

号

）

及

び

生

活

衛

生

関

係

営

業

の

運

営

の

適

正

化

及

び

振

興

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

よ

り

そ

の

権

限

に

属

さ

せ

ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

。

２

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

厚

生

科

学

審

議

会

の

組

織

、

所

掌

事

務

及

び

委

員

そ

の

他

の

職

員

そ

の

他

厚

生

科

学

審

議

会

に

関

し

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

は

、

政

令

で

定

め

る

。
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厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
組
織
）

第
一
条

厚
生
科
学
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
三
十
人
以

内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
二
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
任
命
す
る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

（
分
科
会
）

第
五
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

感
染
症
分
科
会

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

二

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一

号
）
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

る
こ
と
。

生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会

一

生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及

び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

こ
と
。

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門

委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。

３

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選

任
す
る
。
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４

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
。

６

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
部
会
）

第
六
条

審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置

か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
）

第
七
条

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
八
条

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程

（
平
成
十
三
年
一
月
一
九
日

厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）

一
部
改
正

平
成
十
九
年
一
月
二
四
日

厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。

（
会
議
）

第
一
条

厚
生
科
学
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集

す
る
。

２

会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

（
審
議
会
の
部
会
の
設
置
）

第
二
条

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会

（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
諮
問
の
付
議
）

第
三
条

会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）

第
四
条

分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
五
条

審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
的
財
産
権
そ

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
又
は
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
録
）

第
六
条

審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

一

会
議
の
日
時
及
び
場
所

二

出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名

三

議
事
と
な
っ
た
事
項

２

議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開

す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）

第
七
条

分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮
っ
て
部

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

分
科
会
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
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て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
会
の
設
置
）

第
八
条

部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
）

第
九
条

第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
会
長
」
と

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
「
分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
「
部
会

長
」
と
、
第
一
条
中
「
委
員
」
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
「
当
該
分

科
会
に
属
す
る
委
員
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。
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厚
生
科
学
審
議
会
地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
運
営
細
則

（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
四
日

地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
決
定
）

厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
（
平
成
十
三
年
一
月
一
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決

定
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。

（
委
員
会
の
設
置
）

第
一
条

厚
生
科
学
審
議
会
地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と

い
う
。
）
に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。

（
委
員
会
の
構
成
）

第
二
条

委
員
会
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の

中
か
ら
部
会
長
が
指
名
す
る
者
（
以
下
「
委
員
会
委
員
」
）
に
よ
り
構
成
す
る
。

（
委
員
長
の
指
名
）

第
三
条

委
員
会
に
委
員
長
を
置
く
。
委
員
長
は
、
委
員
会
委
員
の
中
か
ら
、
部

会
長
が
指
名
す
る

（
会
議
等
）

第
四
条

委
員
会
は
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、

場
所
及
び
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

４

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
委

員
長
が
指
名
し
た
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
会
議
の
公
開
）

第
五
条

委
員
会
（
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情

報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人

若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、

委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず

る
な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
録
）

第
六
条

委
員
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

一

会
議
の
日
時
及
び
場
所

二

出
席
し
た
委
員
会
委
員
の
氏
名

三

議
事
と
な
っ
た
事
項

２

議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の

全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、

委
員
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
部
会
の
定
め
る
委
員
会
に
係
る
取
扱
い
）

第
七
条

部
会
の
定
め
る
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、

前
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、

こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
部
会
の
庶
務
）

第
八
条

部
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
総
務
課
生
活
習
慣
病
対
策
室
に

お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
又
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要

な
事
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
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平成23年11月18日

磯 部 哲 慶應義塾大学大学院法務研究科准教授

市 原 健 一 全国市長会理事・茨城県つくば市長

井 部 俊 子 聖路加看護大学学長

上 谷 律 子 財団法人日本食生活協会常務理事

大 場 エ ミ 全国保健師長会会長

小 澤 壯 六 健康日本２１推進全国連絡協議会会長

春 日 雅 人 独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長

坂 本 雅 子 福岡市専門員（こども施策担当）・こども総合相談センター名誉館長

佐 藤 保 社団法人日本歯科医師会常務理事

澁 谷 いづみ 愛知県半田保健所長

武 見 ゆかり 女子栄養大学教授

多田羅 浩 三 財団法人日本公衆衛生協会会長

田 中 一 哉 国民健康保険中央会常務理事

田 畑 泉 立命館大学スポーツ健康科学部教授

一 郎 東北大学大学院医学系研究科教授

徳 留 信 寛 独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長

永 井 良 三 東京大学大学院医学系研究科教授

中 村 丁 次 社団法人日本栄養士会会長

橋 本 信 夫 独立行政法人国立循環器病研究センター理事長

口 進 独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター院長

樋 口 輝 彦 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長

福 田 富 一 全国知事会理事・栃木県知事

藤 原 英 憲 社団法人日本薬剤師会常務理事

古 木 哲 夫 全国町村会行政委員会副委員長・山口県和木町長

保 坂 シゲリ 社団法人日本医師会常任理事

松 田 晋 哉 産業医科大学公衆衛生学教授

三 浦 宏 子 国立保健医療科学院総括統括研究官

宮 下 暁 健康保険組合連合会常任理事

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿

氏　　　　名 所　　　　　　　　　属
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